
事業計画の認定申請に係る提出書類 

 

（１）当該地の登記事項証明書（全部事項証明書） ※法務局備付のもの 

 

（２）当該地の公図 ※法務局備付のもの 

 

（３）当該地の位置図 （付近見取図） 

 

（４）賃借権等の設定に関する契約書の写し 

 

（５）認定を受けようとする者が法人（地方公共団体を除く）である場合には、

その定款又は寄附行為の写し 

 

（６）認定を受けようとする者が農地所有適格法人（農地組合法又は株式会社の

場合に限る）である場合には、その組合員名簿又は株主名簿の写し 

 

（７）認定を受けようとする者が農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措

置法（平成 14年法律第 52号）第５条に規定する承認会社が構成員となって

いる農地所有適格法人である場合には、その構成員が承認会社であることを

証する書面及びその構成員の株主名簿の写し 

 

（８）委任状（代理人による申請の場合） 

 

※上記以外に、個々に応じて必要な書類をご提出いただく場合があります。 

 

手続き添付書類についての留意事項 

・公的機関が発行する証明書類については、発行日から３箇月以内のものをお願

いします。 

・添付書類の原本還付を希望される方は、原本と写し（コピー）を一緒にお持ち

ください。 

・提出部数は、１部です。 


